
 

 

議 案 参 考 資 料 

［令和 3年第 1回定例会(3月)］ 

［担当課(室)係］ 

人材育成課 人事給与担当 

医療保険課 国 保 係 

健康長寿課 介護管理給付係 

議案名  

議案第 39 号 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する

法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例案 

趣旨・目的   

新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部改正に伴い、条例中の文言

整理を行おうとするものです。 

概 要 

新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部改正により、新型コロナウ

イルス感染症の定義が改められたことに伴い、法令を引用する関係条例にお

いても同様の改正を行うものです。 

現行 改正後 

新型インフルエンザ等対策特別措置法

(平成 24 年法律第 31 号)附則第 1 条の 2

第 1 項に規定する新型コロナウイルス感

染症 

病原体がベータコロナウイルス属のコロ

ナウイルス(令和 2年 1月に、中華人民共

和国から世界保健機関に対して、人に伝

染する能力を有することが新たに報告さ

れたものに限る。)である感染症 

《改正する条例》 

(1)職員の特殊勤務手当に関する条例 

(2)桐生市国民健康保険条例 

(3)桐生市介護保険条例 

(施行期日：公布の日) 

背景・経過 

新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が、令和 3

年 2 月 13 日に施行され、新型コロナウイルス感染症の定義が改められまし

た。 

 


